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(57)【要約】
【課題】設備費用を要する機構部等を備えることなく、
梱体の出し入れを容易に行うことができ、倉庫内のスペ
ースを効率よく使用することを可能にする収納棚構造を
提供する。
【解決手段】梱体２２を載置するパレット２１の第１の
側方に設置される第１支柱列と、パレット２１の第２の
側方に設置される第２支柱列と、水平方向に延設された
第１棚板部と第２棚板部とを備え、第１支柱列および第
２支柱列は、パレット２１を移送するフォークリフトの
通路側から倉庫の奥側までの間に設置され、フォークリ
フトの全幅よりも広い間隔を有しており、第１棚板部お
よび前記第２棚板部は、第１棚板部にパレット２１の第
１の側方を載置するとともに第２棚板部にパレット２１
の第２の側方を載置することが可能なように、相互に対
向する棚板部へ向かって突出しており、第１棚板部と第
２棚板部との間隔は、フォークリフトの所定部位の幅員
よりも広いことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　倉庫内に設置される収納棚構造であって、
　梱体を載置するパレットの第１の側方に設置される複数の柱部からなる第１支柱列と、
　前記パレットの第２の側方に設置される複数の柱部からなる第２支柱列と、
　水平方向に延設されて前記第１支柱列の各柱部を所定高さの位置で接続する第１棚板部
と、
　水平方向に延設されて前記第２支柱列の各柱部を所定高さの位置で接続する第２棚板部
と、
　を備え、
　前記第１支柱列および前記第２支柱列は、前記パレットを移送するフォークリフトの通
路側から前記倉庫の奥側までの間に設置され、前記第１支柱列と前記第２支柱列との間に
前記パレットを１台のみ載置することが可能であるとともに前記フォークリフトの全幅よ
りも広い間隔を有しており、
　前記第１棚板部および前記第２棚板部は、相互に対向するように同一高さに設置され、
前記第１棚板部に前記パレットの第１の側方の部位を載置するとともに前記第２棚板部に
前記パレットの第２の側方の部位を載置することが可能なように、相互に対向する棚板部
へ向かって突出しており、
　前記第１棚板部と前記第２棚板部との間隔は、前記フォークリフトの所定部位の幅員よ
りも広い、
　ことを特徴とする収納棚構造。
【請求項２】
　前記第１支柱列および前記第２支柱列は、前記倉庫内の前記フォークリフトの通路側か
ら該倉庫の奥側へ向かって設けられ、前記通路に沿って前記第１支柱列および前記第２支
柱列が複数配置される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の収納棚構造。
【請求項３】
　前記第１棚板部および前記第２棚板部は、前記柱部の高さ方向において前記パレットに
載置された梱体の高さ寸法よりも大きな間隔を空けて、複数段の棚を形成するように前記
各柱部に複数設置される、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の収納棚構造。
【請求項４】
　前記第１棚板部と前記第２棚板部との間隔は、少なくとも前記フォークリフトの、前記
第１棚板部および第２棚板部の設置高さの部分の幅員よりも広い、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の収納棚構造。
【請求項５】
　前記第１棚板部および前記第２棚板部は、前記フォークリフトの通路側と前記倉庫の奥
側とを結ぶ直線上を、前記第１棚板部および前記第２棚板部に載置された前記パレットを
移動させる複数のローラーを備える、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の収納棚構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のピローティッシュ等の梱体をパレットに載置して倉庫に収納するとき
、これらピローティッシュ等の梱体を載置したパレットの収納または搬出を容易にする収
納棚構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なフォークリフトは、車体前側にマストを設置しており、当該マストに備えられ
た昇降機構によってフォークを上下方向に移動するように構成されている。
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　フォークリフトを用いて荷物などを移動する場合には、このフォークに荷物などの移送
対象物を載置する、または移送対象物の一部分にフォークを挿入している。包装箱などに
十分な荷重強度を備えていない、例えばティッシュペーパーなどをフォークリフトを使用
して移送する場合には、ティッシュペーパーなどの梱体をパレットに載置し、当該パレッ
トに設けられた挿入孔に上記のフォークを挿入し、包装体を載置したパレットを支持して
移動させている。
【０００３】
　ティッシュペーパーなどの梱体をパレットに載置し、これを倉庫等に格納するときには
、フォークリフトによって載置可能な高さの棚が倉庫内に設けられ、倉庫内の高さ方向に
複数段の棚へ各々梱体を収納することにより、スペースの利用効率を高めている。倉庫内
には、上記のように高さ方向に複数の梱体を重ねて収納するため、各棚の周囲には、フォ
ークリフトが走行可能な通路が設けられている。この通路は、パレットの収納または搬出
を行う際には、棚前方の正面にフォークリフトを配置する必要があるため、出し入れスペ
ースとして各棚の周辺に設けられている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、棚の奥側へパケットもしくは梱体を収納することができるように、棚の上面にお
いてパケットを移動させる回転台座などを備えた棚がある（例えば、特許文献２参照）。
この棚は、四角形板状の台座と、この台座を水平方向に回転させる回転機構部を備え、例
えば、複数の梱体を収納するときには、台座の棚前端部分に第１の梱体を載置し、第１の
梱体が棚後方へ移動するように台座を回転させた後、いずれの梱体も載置されていない棚
前端部分に第２の梱体を載置する。また、棚後方に配置されている任意の梱体を取り出す
ときには、台座を回転させて当該梱体を棚前方へ移動させ、フォークリフトで棚から取り
出す。このように、フォークリフトを使用して持ち上げた梱体を棚前方と後方に各々収納
し、また、棚から取り出すことを可能にしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２６４８２９号公報
【特許文献２】特開２００２－２９１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　倉庫等に設置されている従来の収納棚は、上記のように構成されているので、ピローテ
ィッシュの梱体等をパレットに載置し、このパレットをフォークリフトによって倉庫等の
棚に収納すると、当該棚の前端部分に揃えて載置されたパレットにはフォークリフトのフ
ォークを挿入することができるが、当該棚の奥側に載置されたパレットにはフォークが届
かず、フォークリフトを使用して棚からパレットを引き下ろすことができない。
　また、フォークリフトを使用してパレットを倉庫内の任意の棚へ収納するときには、こ
の棚を正面視するようにフォークリフトの向きを変えてパレットを当該棚の前側部分に載
置するため、フォークリフトの操作のみによって棚奥側へパレットを収納し、また、棚か
ら引き出すことは不可能になる。
　フォークリフトなどによって棚の前側にパレットもしくは梱体を載置し、これを棚の奥
側へ移動させる台座等を備えた場合には、当該台座を動作させる、即ち、パレットの位置
を移動させる動力機構部などが必要になるため倉庫の建設費用が高騰し、さらに上記動力
機構部などのメンテナンスも必要になることから、製品コストを上昇させてしまうという
問題点があった。
【０００７】
　本発明は上記の課題に鑑みなされたもので、設備費用を要する機構部等を備えることな
く、梱体の出し入れを容易に行うことができ、倉庫内のスペースを効率よく使用すること
を可能にする収納棚構造を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る収納棚構造は、倉庫内に設置される収納棚構造であって、梱体を載置する
パレットの第１の側方に設置される複数の柱部からなる第１支柱列と、前記パレットの第
２の側方に設置される複数の柱部からなる第２支柱列と、水平方向に延設されて前記第１
支柱列の各柱部を所定高さの位置で接続する第１棚板部と、水平方向に延設されて前記第
２支柱列の各柱部を所定高さの位置で接続する第２棚板部とを備え、前記第１支柱列およ
び前記第２支柱列は、前記パレットを移送するフォークリフトの通路側から前記倉庫の奥
側までの間に設置され、前記第１支柱列と前記第２支柱列との間に前記パレットを１台の
み載置することが可能であるとともに前記フォークリフトの全幅よりも広い間隔を有して
おり、前記第１棚板部および前記第２棚板部は、相互に対向するように同一高さに設置さ
れ、前記第１棚板部に前記パレットの第１の側方の部位を載置するとともに前記第２棚板
部に前記パレットの第２の側方の部位を載置することが可能なように、相互に対向する棚
板部へ向かって突出しており、前記第１棚板部と前記第２棚板部との間隔は、前記フォー
クリフトの所定部位の幅員よりも広いことを特徴とする。
【０００９】
　また、前記第１支柱列および前記第２支柱列は、前記倉庫内の前記フォークリフトの通
路側から該倉庫の奥側へ向かって設けられ、前記通路に沿って前記第１支柱列および前記
第２支柱列が複数配置されることを特徴とする。
【００１０】
　また、前記第１棚板部および前記第２棚板部は、前記柱部の高さ方向において前記パレ
ットに載置された梱体の高さ寸法よりも大きな間隔を空けて、複数段の棚を形成するよう
に前記各柱部に複数設置されることを特徴とする。
【００１１】
　また、前記第１棚板部と前記第２棚板部との間隔は、少なくとも前記フォークリフトの
、前記第１棚板部および第２棚板部の設置高さの部分の幅員よりも広いことを特徴とする
。
【００１２】
　また、前記第１棚板部および前記第２棚板部は、前記フォークリフトの通路側と前記倉
庫の奥側とを結ぶ直線上を、前記第１棚板部および前記第２棚板部に載置された前記パレ
ットを移動させる複数のローラーを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、棚の奥方向に複数の梱体を載置したパケットを配置することが可能に
なり、コストを抑制して倉庫等の収納効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例による収納棚構造の構成を示す説明図である。
【図２】図１の収納棚構造を上方視したときの構成を示す説明図である。
【図３】図１に示したパレットおよび梱体の概観を示す斜視図である。
【図４】フォークリフトの概略構成を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、この発明の実施の一形態を説明する。
（実施例）
　図１は、本発明の実施例による収納棚構造の構成を示す説明図である。この図は、倉庫
内に設置された収納棚の一部分を、倉庫内（フォークリフトなどの）通路側から正面視し
たもので、当該収納棚にパレット２１に梱体２２を載置して収納した状態を示している。
　図示した収納棚の一部分は、柱部１０ａ，１０ｂ，１０ｃを等間隔で倉庫の床部６０に
対して鉛直に設置固定している。ここで例示する収納棚は、上下方向について三段の収納
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棚を有しており、図示されない倉庫奥側の位置にも、後述するように複数の柱部を備えて
構成されている。
【００１６】
　柱部１０ａは、例えば倉庫の壁部側に設置されており、倉庫奥側に設置されている図示
されない柱部との間を接続する棚板部１２ａおよび棚板部１３ａを、床部６０から所定高
さの位置に設置固定している。倉庫の床部６０を、パレット２１を載置する１段目（最下
段の収納位置）としたとき、棚板部１２ａは下から２段目の棚の一部分となり、棚板部１
３ａは最上段の棚の一部分となる。
　棚板部１２ａは、梱体２２を載せたパレット２１を床部６０へ置いたとき、梱体２２の
最上部が接触せず、また、当該パレット２１をフォークリフトで収納、または、搬出する
とき、例えば上記の最上部等が接触することのないクリアランスを有する高さ、即ち、パ
レット２１に載置された状態の梱体２２の高さ寸法よりも大きな間隔が生じるように設置
固定されている。
　棚板部１３ａは、梱体２２を載せたパレット２１を棚板部１２ａと後述する棚板部１２
ｂに載置したとき、当該梱体２２の最上部が接触せず、また、このパレット２１をフォー
クリフトで収納、または搬出するとき、例えば上記の（棚板部１２ａ等に載置された梱体
２２の）最上部等が接触することのないクリアランスを有する高さに、即ち、パレット２
１に載置された状態の梱体２２の高さ寸法よりも大きな間隔が生じるように設置固定され
ている。
　上記の棚板部１２ａと棚板部１３ａは、同一の材料によって構成されており、また、例
えば、同一の形状、大きさに形成されたものであり、柱部１０ａ等における設置高さのみ
が異なるものである。
【００１７】
　柱部１０ｂは、前述の柱部１０ａから所定距離をおいて設置されており、例えば、柱部
１０ａとの間にパレット２１を載置することが可能で、さらに両側方に適当なクリアラン
ス（隙間）が生じる間隔が設けられている。また、柱部１０ｂは、倉庫奥側に設置されて
いる図示されない柱部との間を接続する棚板部１２ｂおよび棚板部１３ｂを、各々所定高
さの位置に設置固定している。棚板部１２ｂは、前述の棚板部１２ａと同一高さに設置さ
れており、棚板部１３ｂは、前述の棚板部１３ａと同一高さに設置されている。
　棚板部１２ｂは、棚板部１２ａと対向する方向へ（柱部１０ａ側へ向かって）突出する
とともに、後述する棚板部１２ｃと対向する方向へ（柱部１０ｃ側へ向かって）突出する
ように設けられている。
　棚板部１３ｂは、棚板部１３ａと対向する方向へ（柱部１０ａ側へ向かって）突出する
とともに、後述する棚板部１３ｃと対向する方向へ（柱部１０ｃ側へ向かって）突出する
ように設けられている。
　上記の棚板部１２ｂと棚板部１３ｂは、同一の材料によって構成されており、また、例
えば、同一の形状、大きさに形成されたものであり、柱部１０ｂ等における設置高さのみ
が異なるものである。
【００１８】
　柱部１０ｃは、柱部１０ｂから所定距離をおいて設置されており、例えば、柱部１０ｂ
との間にパレット２１を載置することが可能で、さらに両側方に適当なクリアランス（隙
間）が生じる間隔が設けられている。また、柱部１０ｃは、倉庫奥側に設置されている図
示されない柱部との間を接続する棚板部１２ｃおよび棚板部１３ｃを、各々所定高さの位
置に設置固定している。棚板部１２ｃは、前述の棚板部１２ａ，１２ｂ等と同一高さに設
置されており、棚板部１３ｃは、前述の棚板部１３ａ，１３ｂ等と同一高さに設置されて
いる。
　棚板部１２ｃは、棚板部１２ｂと対向する方向へ（柱部１０ｂ側へ向かって）突出し、
また、図示されない柱部に設置された棚板部と対向するように突出し、棚板部１２ｂと同
様な形状に形成されて柱部１０ｃに設置固定されている。
　棚板部１３ｃは、棚板部１３ｂと対向する方向へ（柱部１０ｂ側へ向かって）突出し、



(6) JP 2018-104174 A 2018.7.5

10

20

30

40

50

また、図示されない柱部に設置された棚板部と対向するように突出し、棚板部１３ｂと同
様な形状に形成されて柱部１０ｃに設置固定されている。
　上記の棚板部１２ｃと棚板部１３ｃは、同一の材料によって構成されており、また、例
えば、同一の形状、大きさに形成されたものであり、柱部１０ｃ等における設置高さのみ
が異なるものである。
【００１９】
　図２は、図１の収納棚構造を上方視したときの構成を示す説明図である。この図は、例
えば、倉庫内側の２つの壁部６１に囲われた角隅部の収納棚を上方視したもので、上記角
隅部に設置された収納棚の一部分を示している。なお、図２においては、図１に示した２
段目の棚部分を示しており、ここでは、前述の２段目の棚を例示して各部の構成を説明す
る。２段目以外、即ち、前述の最上段の棚などは、ここで説明する２段目の棚と同様に構
成されている。
【００２０】
　図１に示した柱部１０ａ～１０ｃの前方（図２において下方）には、フォークリフト等
の通路が設けられている。
　柱部１０ａは、図中側方の壁部６１の近傍に設置されており、柱部１０ａの背後側に柱
部２０ａ、柱部３０ａ、柱部４０ａが、柱部１０ａと同様に図中側方の壁部６１に沿って
、倉庫奥側へ向かって（等間隔を空けて）設置されており、倉庫最奥の角隅部に上記の柱
部４０ａが設置されている。これら柱部１０ａ，２０ａ，３０ａ，４０ａによって支柱列
Ａを形成している。
　柱部１０ｂおよび柱部１０ｃは、前述のように等間隔を空けて収納棚正面側（倉庫の通
路側）に設置されており、柱部１０ｂの背後側に柱部２０ｂ、柱部３０ｂ、柱部４０ｂが
設置され、これら柱部１０ｂ，２０ｂ、３０ｂ，４０ｂによって支柱列Ｂを形成している
。
　また、柱部１０ｃの背後側に柱部２０ｃ、柱部３０ｃ、柱部４０ｃが設置され、これら
柱部１０ｃ，２０ｃ，３０ｃ，４０ｃによって支柱列Ｃを形成している。
　なお、図２に例示した各柱部は角柱状の形状であるが、梁部材として各棚板部ならびに
梁部４１等を固定することが可能であれば、円筒状または略Ｈ状に形成されたものを用い
ることも可能である。
【００２１】
　倉庫奥側となる図中上方の壁部６１に沿って、収納棚の奥端となる位置に柱部４０ａ、
柱部４０ｂ、柱部４０ｃ等が設置されている。
　柱部４０ａ、柱部４０ｂ、柱部４０ｃ等は、適当な位置に梁部４１が接合固定されてお
り、各々の位置固定を行うと共に収納棚の剛性を高めている。梁部４１は、倉庫奥側の壁
部６１に沿って設置されて収納棚の背後部分を構成し、倉庫の床面などからの設置位置高
さについては、前述の２段目の棚や３段目（最上段）の棚などと同一高さに限定されない
。また、収納棚の最奥となる部分においては、梁部４１などにパネル等を固定し、図２に
示した壁部６１等が近傍にないとき、当該収納棚の最奥部分（背面部分）からパレット２
１もしくは梱体２２が落下しないように構成してもよい。
【００２２】
　棚板部１２ａは、支柱列Ａの各柱部を繋ぐように設置され、これら柱部に対して梁部材
となって収納棚の強度を確保している。また、棚板部１２ａは、支柱列Ａの各柱部におい
て、例えば倉庫の床部６０から同一高さに固定されており、当該床部６０に対して水平に
設置され、前述のように棚板部１２ｂへ向かって突出している。
　棚板部１２ｂは、支柱列Ｂの各柱部を繋ぐように設置され、これら柱部に対して梁部材
となって収納棚の強度を確保している。また、棚板部１２ａと同様に床部６０に対して水
平に設置されており、前述の棚板１２ａと同一高さとなるように構成されている。支柱列
Ｂに設置された棚板部１２ｂは、前述のように棚板部１２ａへ向かって突出しており、ま
た、棚板部１２ｃへ向かって突出している。
【００２３】
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　棚板部１２ｃは、支柱列Ｃの各柱部を繋ぐように設置され、これら柱部に対して梁部材
となって収納棚の強度を確保している。また、棚板部１２ａ，１２ｂと同様に床部６０に
対して水平に設置されており、前述の棚板１２ａ，１２ｂと同一高さとなるように構成さ
れている。支柱列Ｃに設置された棚板部１２ｃは、前述のように棚板部１２ｂへ向かって
突出しており、また、例えば、支柱列Ｃの一側方（支柱列Ｂの反対側）に設置された、図
示されない支柱列の棚板部へ向かって突出している。
　なお、上記の各棚板部に、図示を省略した複数のローラーを、当該各棚板部の上面から
適度に露出させて設置し、収納棚正面と倉庫奥側との間において、パレット２１が各棚板
部の上面を移動し易くなるように構成してもよい。
　これらのローラーは、回転自在に各棚板部に設置されており、当該棚板部の幅員方向に
おいて、載置されたパレット２１の側方下端部と当接する位置に配置する。また、各棚板
部の奥行き方向（収納棚正面、即ちフォークリフト通路側と、倉庫奥側とを結ぶ直線上）
において、例えば、１台のパレット２１下端部の複数個所と当接する間隔を設けて配置し
、当該ローラー上に載置されたパレット２１が滑らかに上記の直線上を移動するように備
える。
【００２４】
　図３は、図１に示したパレット２１および梱体２２の概観を示す斜視図である。パレッ
ト２１は、梱体２２を載置してフォークリフト等によって移送されるときに変形等を生じ
ない十分な剛性を有するもので、例えば硬質樹脂や木質部材などによって形成されている
。
　パレット２１の上面には、梱体２２が載置される平面部位が形成されており、例えば、
この平面の縁端（パレット２１上面の縁周）には、梱体２２に当接して落下を防ぐ周壁が
設けられている。
　パレット２１の正面側となる側面部分には、フォークリフトのフォークを挿入する挿入
孔２１ａが設けられており、例えば、パレット２１の正面側とした側面部分から背後側と
なる側面部分まで貫通するように形成されている。
【００２５】
　梱体２２は、例えば、所定枚数のティッシュペーパーを樹脂製の包装材で包装したピロ
ーティッシュ２３を縦横に所定個並べ、また、複数段に積載したものを樹脂フィルム材等
の梱包シート２４によって覆い、１つにまとめて梱包したものである。
　ピローティッシュ２３は、樹脂製の袋体（薄膜の樹脂シート）等を包装に使用している
ため、紙製の箱体を用いて包装したものに比べて、全周囲方向について剛性が弱小である
。そのため、これらを複数梱包した梱体２２についても、外部から荷重や押圧などが加え
られると、内包したティッシュペーパー等が圧縮されてしまい、例えば柔軟な使用感を失
うことになる。
　そのため、ピローティッシュ２３等を梱包した梱体２２には、パレット２１などの重量
物を直接積み上げないようにすることが必要になる。
【００２６】
　図１および図２に示した収納棚は、垂直方向（上下方向）においては、パレット２１を
１台ずつ各棚板部に載置するように構成されており、詳しくは、支柱列Ａと支柱列Ｂとの
間には１台のパレット２１のみが載置することができ、また支柱列Ｂと支柱列Ｃとの間に
１台のパレット２１のみが載置できるように構成されている。換言すると、例えば柱部１
０ａと柱部１０ｂとの間隔Ｓ２は、１台のパレット２１のみを載置できる広さであり、２
台以上のパレット２１を載置することはできないものである。
【００２７】
　上記の間隔Ｓ２は、前述のように１台のパレット２１もしくは１つの梱体２２のみを収
納することができ、また、後述するようにフォークリフトが入り込むことができる広さで
ある。
　なお、倉庫内において、フォークリフトの通路側に面している各柱部は等間隔を空けて
設置されており、柱部１０ｂと柱部１０ｃとの間も間隔Ｓ２である。
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　上記の通路に沿って設置された、即ち、収納棚の正面側に設置されている各柱部の間は
、全て間隔Ｓ２を空けている。また、これら通路に沿って設置されている各柱部１０ａ，
１０ｂ，１０ｃ等の背後に配置されたそれぞれの柱部についても、上記の通路に沿った方
向において間隔Ｓ２を空けている。
【００２８】
　図４は、フォークリフト５０の概略構成を示す説明図である。図４（ａ）は一般的なフ
ォークリフト５０を側方視したときの概観を示す説明図で、図４（ｂ）はフォークリフト
５０に備えられ、パレット２１等を移送、または昇降させる際に使用する昇降機構部の概
略構成を示す説明図である。
　フォークリフト５０は、シャシー５１に走行用の原動機や車輪等を備え、また、シャシ
ー５１の上部には、操作者等が搭乗するシート、操作レバー、各種ペダル、ハンドルなど
が配置されたコクピット５２を備えている。
　コクピット５２は、上記のシートに搭乗した操作者等を保護するヘッドガード５３によ
って覆われている。
【００２９】
　コクピット５２の前方（フォークリフト５０の前端）には、前述のパレット２１の挿入
孔２１ａに挿入させるフォーク５４が備えられ、また、当該フォーク５４を支持するマス
ト５５が設置されている。例えば、マスト５５には、フォーク５４を上下方向へ昇降させ
る動力源の油圧機構部５６が設置されており、また、フォーク５４には、当該フォーク５
４と共に昇降し、フォーク５４が支持している、またはフォーク５４に載置された荷物等
を保持するバックレスト５７を備えている。上記のフォーク５４、マスト５５、油圧機構
部５６、バックレスト５７などにより、パレット２１もしくは当該パレット２１等に載置
された梱体を昇降させ、移送の際には、これらを保持する昇降機構部が構成されている。
　フォークリフト５０の後側には、例えば、上記の昇降機構部にパレット２１等を保持さ
せたとき、当該フォークリフト５０の姿勢が不安定になることを抑制するバランスウエイ
ト５８を備えている。
【００３０】
　図１および図２に示した収納棚は、例えば図４に示したフォークリフト５０によってパ
レット２１に載置された梱体２２の出し入れを行うように構成されており、前述の間隔Ｓ
２は、フォークリフト５０の全幅よりも広く設定されている。
　即ち、収納棚正面（倉庫内の通路）から、例えば柱部１０ａと柱部１０ｂとの間に、フ
ォークリフト５０が入ることができ、さらに倉庫奥側へ進行することができるように各柱
部が設置されており、前述の各柱部間の間隔Ｓ２は、フォークリフト５０の全幅よりも広
く、また、図３に示したパレット２１の幅員Ｗ１よりも適度に広く設けられたものである
。
【００３１】
　上記のように、例えば，柱部１０ａと柱部１０ｂとの間にフォークリフト５０が入り込
むことができることから、図２に示した棚板部１２ａと棚板部１２ｂとの間にパレット２
１を載置するときには、倉庫の奥側から正面へ向かって順に複数台のパレット２１を載置
（収納）することができ、また、正面側（通路側）に載置されたものから順に搬出するこ
とが可能になる。
　なお、図２に例示した収納棚は、棚板部１２ｂと棚板部１２ｃとの間においても、フォ
ークリフト５０を用いて、倉庫奥側と収納棚正面側（通路側）の間に複数台のパレット２
１を並べて載置（収納）することができ、また、上記の正面側に載置されたものから搬出
することができる。
【００３２】
　パレット２１は、２つの支柱列間に載置されることから、各支柱列に設置された棚板部
の突出量は、大きすぎる場合にはフォークリフト５０に接触することになり、小さすぎる
場合にはパレット２１を載置できなくなる、または当該パレット２１に当接する部位が狭
くなることから、小さな外力が加わると容易に２つの棚板部の間に落下することがある。
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　例えば、棚板部１２ａと棚板部１２ｂとの間を、図２に示したように間隔Ｓ１として開
けた場合、この間隔Ｓ１は、パレット２１の幅員Ｗ１よりも狭く、フォークリフト５０の
所定部位の幅員よりも広く設定されたものである。換言すると、間隔Ｓ１は、１台のパレ
ット２１の両側方を、各々の棚板部で支持することができるとともに、フォークリフト５
０が倉庫奥側へ進行するときに障害とならない十分な広さを有するものである。
【００３３】
　具体的には、図３に示したパレット２１において、図中左側の側方部位を棚板部１２ａ
に載置し、図中右側の側方部位を棚板部１２ｂに載置することが可能な間隔Ｓ１を、当該
棚板部１２ａと棚板部１２ｂとの間に空けている。換言すると、これら棚板部は、間隔Ｓ
１となる突出量（突出長）で、水平方向に突出している。
　ここで、棚板部１２ａ，１２ｂ等は、所定高さの位置に設置固定されているため、フォ
ークリフト５０が収納棚の倉庫奥側へ進行したとき、当該フォークリフト５０の下部分と
は接触することがない。そのため、棚板部１２ａと棚板部１２ｂとの間は、フォークリフ
ト５０の所定高さ（棚板部１２ａ等が設置されている高さ）以上の部分が進行できる空き
があればよい。即ち、間隔Ｓ１は、上記のフォークリフト５０の所定高さの部分の幅員以
上であればよく、例えば、前述の昇降機構部の最大幅員よりも大きな寸法を有するもので
、図３に示した２本のフォーク５４の両外側間の幅員Ｗ２、バックレスト５７の幅員Ｗ３
などのうち、最大の幅員を上回る大きさであればよい。
【００３４】
　以上のように支柱列Ａに設置された棚板部１２ａ等と支柱列Ｂに設置された棚板部１２
ｂ等との間にパレット２１を載置するようにしたので、フォークリフト５０の通路側の収
納棚正面から、当該フォークリフト５０が入り込むことができ、収納棚の正面側から倉庫
奥側の間に複数のパレット２１を並べて収納することができ、パレット２１を移動させる
機構部分を備えることなく、収納棚の奥側まで梱体２２等を収納または搬出することがで
き、倉庫の設備費用を抑制しながら、効率よく多数の梱体２２を倉庫内に収納することが
可能になる。また、フォークリフト５０の通路を収納棚の正面側に設けるだけでよいので
、倉庫の総面積を抑制しながら、多数の梱体２２を収納することが可能になる。
　ここで、本実施例において説明した収納棚は、各棚板部を片持ちとして固定することを
特徴としているが、上記の収納棚に収納する梱体２２は、多数の積み上げを避けたい剛性
の小さい包装体を用いた、例えば、ピローティッシュ２３などである。そのため、これら
を多数梱包した梱体２２の総重量も比較的軽量になり、当該梱体２２をパレット２１に載
置し、このパレット２１を上記の片持ち棚板部へ載置しても十分に耐えられるように構成
することが可能となる。
【符号の説明】
【００３５】
　１０ａ～１０ｃ柱部
　１２ａ～１２ｃ，１３ａ～１３ｃ棚板部
　２０ａ～２０ｃ柱部
　２１パレット
　２１ａ挿入孔
　２２梱体
　２３ピローティッシュ
　２４梱包シート
　３０ａ～３０ｃ，４０ａ～４０ｃ柱部
　４１梁部
　５０フォークリフト
　５１シャシー
　５２コクピット
　５３ヘッドガード
　５４フォーク
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　５５マスト
　５６油圧機構部
　５７バックレスト
　５８バランスウエイト
　６０床部
　６１壁部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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